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現金給付に係る論点

不正受給に対応する審査体制について

○昨今、傷病手当等の詐欺事案が明らかになっているため、パイロット事業の成果※1も踏まえ、外形的に不正受給が

疑われる案件は他の案件と分け、審査にメリハリをつけることにしてはどうか。

○医療機関や事業主への質問等について、法律上の規定がなく、現金給付等の審査のための的確な事実確認が難しい場合

があるため、法律上の規定を置くこととしてはどうか※2。また、必要に応じ、国に質問等を依頼できることとしてはど

うか。

※1 三重支部において、保険加入時・直後に高額な報酬等級に設定した上で傷病手当を申請する事例への対処など、現金給付を適正支給す

るための効果的な審査・調査手法を検討中。

※2 法律上の規定がなくとも質問や資料提供の依頼は可能だが、相手方から協力が得られない場合等がある。

支給水準について

○現行制度では、傷病・出産手当の支給額について、「報酬日額の２／３」とされ、加入者の以前の生活水準に対応す

るため、報酬比例方式が採用されている。また、制度創設以来、支給額の基礎となる標準報酬等級の上限が引上げ

られ、支給率も改善されてきているが※1、支給水準をどう考えるか※2。

※1 標準報酬等級の上限：47 万円(S56～) → 71 万円(S59～) → 98 万円(H４～) → 121 万円(H19～)

支給率 ：6/10 (～H18) → 2/3(H19～)

傷病・出産手当の支給水準：平成３年 概ね４ ～ 43 万円/月（雇用保険の基本手当は、概ね６～22 万円/月）

現在 概ね４ ～ 81 万円/月（ 〃 概ね５～23 万円/月）

※2 雇用保険の基本手当において、最低生活の維持という観点から、支給額の上下限の設定とともに、低所得者には高支給率、高所得者に

は低支給率とされている。ILO 条約においても、上限額の設定は認められている。
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支給と保険加入期間について

○現行制度では、原則として、保険加入期間は、傷病・出産手当を受給するための要件になっていないが※1,※2、この

点をどう考えるか。

※1 傷病・出産手当について、保険から脱退後も引き続き受給するためには、脱退前１年以上の保険加入期間が必要となっている。これは、

昭和 26 年の保険料率引上げ時、保険料納付者と保険料非納付者の公平の観点から設定された。

※2 雇用保険の基本手当を受給するためには、「離職前１年間に半年以上」といった一定の加入期間が必要とされている。ILO 条約において

も、傷病・出産手当や雇用保険手当に関し、不正受給防止及び加入者の利益保護の観点から、一定の保険加入期間を支給要件とすること

が認められている。

○傷病手当の支給期間（最長 1.5 年）等について、保険加入期間の長短を問わない仕組みであるが、他制度と比較し

て、この点をどう考えるか※3。

※3 雇用保険の基本手当については、保険の乱用防止等の観点から、保険加入期間の長短に応じ、支給期間が段階的に分かれている。
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休業中の保険支給例

○健 康保険： 傷病手当、 出産手当

支給額 支給期間 受給するために必要な保険加入期間

報酬日額の２/３
傷病手当は、１年半まで

出産手当は、原則産前 42日～産後 56日

なし

但し、脱退者は１年以上

○雇 用保険： 基本手当 ※ 1

年齢階層別上下限があり、賃金日額※2

の 50～80％（60～64 歳は 45～80％）
保険加入期間に応じ、90～330 日（倒産等の場合）

離職前１年間に６ヶ月以上

(倒産等の場合)

※1 基本手当受給資格者が傷病の状態になった場合は、基本手当と同様の仕組みの「傷病手当」が支給。

※2 離職日の直前の 6か月に毎月きまって支払われた賃金（つまり、賞与は除く）の合計を 180で割って算出した賃金額。

○労 災保険： 休業補償支 給

支給基礎日額 ※の 60％

支給開始後 1.5 年を超えると、年齢階層別

上下限が適用

なし

※ 事故発生日又は医師の診断によって疾病が確定した日の直前３か月間に支払われた賃金総額を、その期間の日数で割って算出した賃金額。

○Ｉ ＬＯ第１ ０２号条約 （傷病手 当・出産手 当）

勤労所得額の 45％※

但し、上限を国内法令で設定可能
傷病手当については 26週間※に制限できる

不正受給防止のための期間を国内法令で設

定可能

※ より高度な水準を定めたＩＬＯ第 130号条約（日本未批准）では、60％、52週間
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諸外国における傷病・出産手当制度の概略
傷病手当

支 給 額 支 給 期 間 受給のために必要な加入期間

イギリス 週 75£ [月 ６ 万 円 ] 28 週 －

ドイツ 70％ 1 .5 年（６週以前は事業主から） －

フランス － １年 直近３ヶ月内に計 200 時間 [１ ヶ 月 ]

スウェーデン
80％（上限は失業手当並びで

年 30 万 クローナ）

１年（２週以前は事業主から、

１年超の場合は別手当）
－

ノルウェー 100％ (上限は年 40 万クローネ) １年（１年超の場合は別手当） ４週

日本 2/3 1 .5 年 なし

出産手当

イギリス
6 週以前： 90％

7 週以後：週 117£ [月 ９ 万 円 ]
39 週 出産予定前66週内に計26週(含出産予定前15週)

ド イツ
100％

(保険給付上限は日額13€ [月６万円])
産 前６週～産後８週 －

フランス
100％

(上限は日額 74€ [月 33万円])
産 前６週～産後 10 週

直近３ヶ月内に計 200 時間 [１ヶ月]及び

10 ヶ月の登録期間(registeredcoverage)

スウェーデン － 390 日 －

ノルウェー － 44 週 又は 54 週 直近 10 ヶ月内に計６ヶ月

日本 2/3 産 前６週～産後８週 なし

出典：ＩＳＳＡ（国際社会保障協会、約 150カ国による国際機関）ＨＰ等 なお内容が明らかでない項目は、「－」としている、出産手当と育児休業
手当の区分が国によって異なる点に留意が必要。

 注：20年度の日銀為替レート：１￡（ポンド）＝185円、１€（ユーロ）＝149円 
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